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１．平成１８年４月１日以後に相続の発生し

た場合、改正後の物納制度の適用を受け

る。 

２．物納の要件である金銭納付困難理由が法

令化され、その適用が厳格化された。 

３．非上場株式は、譲渡制限を解除すれば物

納適格財産に該当する。 

４．収納後の非上場株式は、一般競争入札に

より処分されるが、買受を希望すれば随

意契約により発行法人などが買取ること

も可能である。 

５．物納の要件の厳格化に伴い、発行法人が

自己株式を買い取る金庫株制度の活用も

納税の選択肢に加える。 

 

はじめに 
 非上場会社のオ－ナーに相続の発生した場

合、相続財産のほとんどが非上場会社の株式

やその会社への貸付金であるケースが多い。 

 相続対策として、株価の低い時期に後継者

へ非上場株式を移転済みであればよいが、株

価の高い時期に相続が発生した場合は、その

納税資金の捻出に苦慮するケースが多い。 

 平成１８年の税制改正により、非上場株式

の物納の内容が明確化され、物納不適格財産

以外であれば物納が可能となった。 

 また、会社法の制定により、相続による自

己株式の取得について、その相続人がその株

式に基づく議決権を行使していなければ、他

の株主は売主追加請求権を行使できないこと

になり、主宰者であるオーナー一族にとって

は、金庫株制度を利用しやくなった。 

 以上の点をふまえて、非上場会社のオーナ

ーに相続が発生した場合の相続税の納税方法

として、非上場株式の物納について検討する。 

 

１．新しい物納制度の概要 
 相続税の納税方法は、金銭一括納付、分割

払い（延納）、物納があり、物納は、延納によ

っても金銭納付の困難な場合に限り認められ

る。 

 物納の選択には、物納申請書を提出する必

要があり、その提出期限は、期限内申告の場

合は申告期限、修正申告の場合は申告書の提

出日、更正又は決定を受けた場合は、その日

の翌日から１月を経過する日である。 

 物納の要件は、以下の４つを満たす必要が

ある。 

（１） 延納によっても金銭納付が困難な金額を

限度とすること 

 物納は、延納によっても金銭納付が困難な

金額を限度として許可される。 

 その限度額は、次の算式で計算され、相続

した現金・預金等のほか、納税者の固有の現

金・預貯金等、納税者（１月当り１０万円）

と扶養親族（１月当り４.５万円）の生活費及
び事業経費を考慮して計算する（相基通４１

－１）。 

算式 

物納許可限度額＝ａ－{ｂ－ｃ＋ｄ} 

ａ 延納許可限度額 

ｂ 延納で納付できる金額 

（ア－イ－ウ）×最長延納期間 

ア 年間収入金額 

※前年の収入金額（給与所得者の場



合は、前年の給与の支給額） 

イ 申請者が負担する生活費の額（１年分） 

ウ 事業経費 

ｃ 申請者が負担する３ヶ月分の生活費の額

＋当面の事業経費として１ヶ月分の額 

ｄ 臨時収入の額－臨時支出の額 

（２） 物納申請財産は、定められた財産及び順

位に従っていること 

 物納財産の種類及びその優先順位は、次の

とおりである（相法４１第 2項）。 
 順番  

１ 国債、地方債、不動産、

船舶 
第一順位 

２ 不動産のうち物納劣後

財産に該当するもの 

３ 
社債、株式、証券投資信

託又は貸付信託の受益

証券 

第二順位 

４ 株式のうち物納劣後財

産に該当するもの 
第三順位 ５ 動産 
 物納劣後財産とは、物納に充てることので

きる財産のうち、上記各順位ごとに、売却し

難い財産として指定された財産をいう。 

 物納劣後財産は、適当な価額のものがない

などその他に物納に充てる財産のない場合に

限り、収納される（相法４１第 4項）。 

 なお、物納劣後財産に該当する株式は、事

業の休止（一時的な休止を除く）をしている

法人の株式をいう（相令１９①十三）。 
（３） 物納申請書及び必要書類を期限までに提

出すること 

 下記２．参照 

（４） 物納適格財産であること 

 管理処分不能財産は、物納不適格財産に該

当する。 

 その詳細のうち、株式に該当する部分は以

下のとおりとなる。 

１．物納財産である

株式を一般競争入札

により売却すること

とした場合（証取法

４第１項（有価証券

の売出し）の届出及

び同法１５第２項

（目論見書の交付）

の目論見書（同法２

第１０項（定義）に

規定する目論見書を

いう）の交付が必要

とされる場合に限

る）において、その

届出に係る書類及び

その目論見書の提出

がされる見込みがな

いもの 

譲渡に関して証券取

引法その他の法令の

規定により一定の手

続が定められている

株式で、その手続き

がとられていないも

のとして右のもの 

２．物納財産である

株式を一般競争入札

により売却すること

とした場合（証取法

第４条第５項の通知

書の提出及び目論見

書の交付が必要とさ

れる場合に限る）に

おいて、その通知書

及び目論見書の提出

がされる見込みがな

いもの 
譲渡制限株式 － 
質権その他の担保権

の目的となっている

株式 
－ 

権利の帰属について

争いがある株式 － 

２以上の者の共有に

属する株式（共有者

の全員がその株式に

ついて物納の許可を

申請する場合を除

く） 

－ 

その財産の性質が不

動産及び株式に準ず

るものとして税務署

長が認めるもの 

－ 

（相令１８二、相規２１第１０項） 

参考 譲渡制限株式の物納 

ア．譲渡制限株式の物納 



 発行済株式の全てについて発行会社の承認

を要する旨を定款で定めている会社の株式に

ついては、物納不適格とされ、それ以外の株

式については、物納が認められる（相令１８

二ロ）。 

 ただし、譲渡制限株式であっても、譲渡制

限の解除手続きを行った場合には、議事録、

株式譲渡承認請求書、株式譲渡承諾書などの

書類を提出することにより、物納適格財産と

なる。 

イ．譲渡制限株式の承認機関 

 譲渡制限株式について譲渡を行う場合、承

認機関は、株主総会（取締役会設置会社の場

合は取締役会）である。 

 また、定款に次のような内容を定めること

も可能である（会社法１０７、１２７、１３

６、１３９第１項）。 

・ 株主間の譲渡の場合は承認不要である旨 

・ 株主又は従業員等に対する譲渡の場合に

は承認不要である旨 

・ 取締役会設置会社でも承認機関を株主総

会である旨 

 

２．非上場株式を物納する場合の手続き 
（１） 物納申請書の提出期限 

 物納申請をする場合は、物納申請書及び必

要書類を納期限又は納付すべき日までに、被

相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長

に提出する必要がある（相法４２第１項）。 

 具体的な提出期限は、以下のとおりである。 

ア．期限内申告の場合 

 申告期限 

イ．期限後申告又は修正申告の場合 

 申告書の提出日 

ウ．更正又は決定を受けた場合 

 更正通知書又は決定通知書の発せられた日

の翌日から起算して１ヶ月を経過する日 

（２） 提出書類の一覧 

 物納申請に伴い提出する書類のうち、非上

場株式を物納する場合の書類は以下のとおり

である。 

ア．物納申請関係 

・ 物納申請書 

・ 物納財産目録 

・ 金銭納付を困難とする理由書 

・ 他に適用な財産がないことについての申

請書（物納劣後財産を物納申請する場合） 

・ 物納手続関係書類提出期限延長届出書 

 物納手続関係書類は、提出期限までに提出

しなければならないが、事情によって期限ま

でに提出できない場合もある。 

 このような場合は、物納手続関係書類提出

期限延長届出書を、提出期限までに提出する

ことにより、３ヶ月の範囲内の日を限度とし

て提出期限を延長することができる。 

 なお、この届出書の提出回数に制限がない

ため、最長１年まで何回でも提出することが

できる。 

イ．物納手続関係書類 

 非上場株式の物納に必要とされる物納手続

関係書類は、以下のとおりである（相規２２

第２項五）。 

ａ）発行法人の登記事項証明書 

ｂ）発行会社の決算書（直近２期分） 

ｃ）株主名簿 

ｄ）物納財産売却手続書類提出等確約書 

・ 証券取引法その他の法令の規定により一

般競争入札に際し必要なものとして定め

られている書類を発行会社が税務署長に

求められてから６月以内に提出すること 



・ 株式の価額を算定する上で必要な書類を

速やかに提出すること 

（３） 不足書類又は書類の訂正の必要な場合 

ア．補完通知書の送付 

 物納申請書及び物納手続関係書類について、

申請期限までに提出した書類に不備があった

場合又は不足があった場合には、税務署長は、

その訂正又は追加提出の提出を求める補完通

知書を送付する（相法４２第９項）。 

 この通知書の送付を受けた場合には、補完

期限までに（その通知を受けた日の翌日から

２０日以内）に、その書類を提出しなければ

ならない。 

イ．補完期限の延長 

 補完期限までに、提出書類の訂正又は追加

提出のできない場合には、補完期限までに｢物

納手続関係書類補完期限延長届出書｣を提出

すれば、補完期限を３ヶ月の範囲を限度とし

て延長することができる。 

 なお、この補完期限は、補完通知を受けた

日の翌日から最長１年を限度として、延長す

ることが可能である。 

 ただし、補完期限までに｢物納手続関係書類

補完期限延長届出書｣を提出しない場合は、物

納申請は取り下げたものとみなされる（相法

４２第１０項）。 

（４） 収納のために措置を必要とする場合 

ア．措置通知書の送付 

 物納財産の収納にあたり措置を必要とする

場合には、税務署長は、その措置を求める措

置通知書を送付する（相法４２第１９項、４

２第２０項）。 

 この通知書の送付を受けた場合には、その

期限までにその措置を実施しなければならな

い。 

イ．措置期限の延長 

 措置期限までに、措置の実施のできない場

合には、措置期限までに｢収納関係措置期限延

長届出書｣を提出すれば、措置期限を３ヶ月の

範囲を限度として延長することができる。 

 なお、この措置期限は、措置通知を受けた

日の翌日から最長１年を限度として、延長す

ることが可能である。 

 ただし、措置期限までに｢収納関係措置期限

延長届出書｣を提出しない場合は、税務署長は

却下することができる（相法４２第２１項）。 

 （５） 条件付許可 

 物納財産の性質その他の事情により必要な

場合は、税務署長は一定の条件をつけて物納

を許可することができる（相法４２第２７項、

相規２２第２項五ニ）。 

 条件付許可により物納した場合は、通知書

に記載された期限までに、その条件を履行し

なければならない。 

 その期限までに、その条件が履行されない

場合には、通知日から５年以内に限り物納許

可が取り消される（相法４８第１項、第２項）。 

 物納の許可が取り消された場合には、その

税額を納付するとともに、許可された日の翌

日から許可取消しの日までの利子税（原則年

７.３％とし公定歩合の特例により変動する）

と許可取消しの日の翌日から完納の日までに

延滞税を納めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 



【物納許可条件】 

区分 許可条件 

物納許可後、物納財

産の収納のために必

要な所有権移転手続

きを必要とする場合 

有価証券の名義変更

及び引渡しを行うこ

と 

 

取引相場のない株式

の物納を許可する場

合 

物納財産の収納後に

一般競争入札により

その株式を売却する

場合に、売却に必要

な有価証券届出書等

を提出すること 

（相基通４２－１４） 

３．非上場株式の収納後の手続き 
 国が非上場株式を収納した場合、速やかに

処分して換価するが、その流れは以下のとお

りである。 

（１） 収納後の非上場株式の処分の流れ 

 収納後の非上場株式は、原則として競争契

約により処分することとするが、特別な事情

がある場合には、随意契約により処分するこ

とができることとされている（物納有価証券

に関する事務取扱要領第六１（２））。 

 随意契約により処分することのできる場合

とは、非上場株式の売払いに係る随意契約適

格者から買受意向が表示されているものをい

い、それ以外は、速やかに一般競争入札によ

り処分するものとされる（事務取扱要領第六

２（２））。 

【収納された株式の処分方法の決定過程】 

⇔ 

        イ．買受希望の意思の調整 

ア．買受希    

望の照会   ウ．買受の意思表示 

→ 

 

           → 

 随意契約適格者とは、国の所有に係る有価

証券の売払いにつき一般競争に付することと

すれば、その有価証券を発行した会社の経営

の安定を阻害するおそれがある場合において、

次に掲げる者をいう。 

・ その有価証券を発行した法人並びにその

法人の主要株主（発行済株式の総数の１

０％以上の株式を有している株主をい

う。）、役員及び従業員に売払うとき 

・ その法人の発行した株式を国に物納した

者に対し、その物納した株式数を超えな

い範囲で売払うとき 

・ その法人の主要な業務について、現に継

続的取引関係にある者に売払うとき 

参照  

平成１３年１０月２９日付財理第３６６

０号｢財務省所管一般会計所属普通財産

の管理及び処分を行う場合において指名

競争に付し又は随意契約によることにつ

いての財務大臣との包括協議について｣ 

（２） 随意契約の場合 

ア．買受希望の確認 

 国は収納後、納税者に対し、収納日から起

算して１ヶ月以内を回答期限として、｢国所有

株式の買受希望に関する照会について（第１

８－１号様式）｣を通知し、買受希望の有無を

確認し、買受希望のない場合は、一般競争入

札の手続きがとられる。 

※ 一般競争入札の場合、上記２（５）の条

件付許可による書類を最長５年間、提出

する必要がある。 

 買受希望は納税者本人だけでなく、上記

（１）による随意契約適格者も回答すること

が可能であり、｢回答書（別紙第１８－２号様

式）｣により、購入の時期、数量、購入資金の

調達方法などの購入計画を確認する。 

物納者 

財務局等 

発行会社等 

有 随意契約 

無 一般競争入札 



第１８－１号様式 

発 遣 番 号

平 成  年  月  日

物納者 

（物納随契適格者）殿 

財務（支）局（事務所）長

国所有株式の買受希望に関する照会について 

 当（支）局（事務所）で所有している下記株式について、買受けの御希望の有無を確認したいので、同封の回答

書により平成 年 月 日までに返送して下さい。 

 なお、国からの買受価格については、物納財産における収納価格を目安としてください（実際の買受価格は、買

受時点での時価となります）。 

 また、御希望のない場合には、一般競争入札による売却手続きに移行することになりますので、その旨、申し添

えます。 

記 

１ 銘柄 ○○株式会社株式 

２ 数量 ○○○株 

（注） 

１ 会社の役員、従業員及び取引先に対して買受希望を照会する場合には、代表者に一括して行うこととし、役員、

従業員及び取引先への周知と取りまとめを併せて依頼するものとする。 

２ 株主への照会については、持株率が１０％以上のものに対して行うものとする。 

イ．購入時期 

 購入時期は、原則として、収納日から１年

以内とするが、一時に買い戻すことが困難で

あり、将来の買受けが確実に見込まれる場合

に限って、分割購入が認められる。 

 この場合の分割購入の期間は、３年以内を

原則とする。 

ウ．買受価格 

 買受価格は、買受時点での時価となり、｢物

納等有価証券売払評価基準について（平成１

３年３月３０日付財理１３００号）｣に定める

基準価格を時価とする（評価基準第２）。 

 評価方法は、原則として財産評価基本通達

に基づき、相続税により収納した際の収納価

格を決定した方式（相続税が課税された際の

評価方式）と同一の方法による。 

 ただし、財務局長等はその発行会社の実態

をみた上で、上記の方法により評価すること

が実情にそぐわないと認められる場合又は買

受希望者から上記の方法によることが実情に

そぐわない疑いが強いとの意見があってその

疑いについて相応の合理性が認められる場合

は、｢民間精通者による鑑定評価｣によること

もできる（評価基準第５、第９）。 

 

 



第１８－２号様式 

平成 年 月 日

財務（支）局（事務所）長 殿 

回答者 住所 

                                      氏名        ㊞ 

                 回答書 

 平成 年 月 日付○○号で照会がありました物納株式の買受希望については、下記のとおり回答します。 

記 

１ 買受を希望します。 

   （１） 買受時期 

   （２） 買受数量 

   （３） 購入資金の手当方法 

２ 買受を希望しません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．相続税の納税資金対策としての金庫株

制度の活用 
 非上場株式を相続税の納税資金として活用

する場合は、相続税の物納制度を利用する方

法のほか、その株式を発行法人に直接売却す

る方法がある。 

 相続税の物納制度の改正により、金銭等に

よる納付困難の判定要件が法令化され、その

審査が厳密になり、物納の要件そのものを満

たさないケースも想定される。 

 このようなケースに備えて、発行法人に直

接売却する方法を検討する。 

（１） 非上場株式を発行法人へ譲渡した場合の

所得税の特例 

ア．みなし配当の特例 

 非上場株式を発行法人へ譲渡した場合、発

行法人から交付を受けた金銭の額が、その発

行法人の資本金等の金額のうち、その交付の

基因となった株式に対応する部分の金額を超

えるときは、その超える部分の金額について

は、みなし配当として総合課税により所得税

を計算する（所法２５第１項）。 

 しかし、相続又は遺贈（死因贈与を含む）

により財産を取得した個人が、その相続につ

いて相続税が発生した場合は、その相続開始

があった日の翌日から相続税の申告書の提出

期限の翌日以後３年を経過する日までの間に、

相続により取得した非上場株式を発行法人に

売却した場合は、譲渡所得として分離課税に

より所得税を計算する（措法９の７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会社法施行後は、有限会社も可。 

イ．相続税の取得費加算の特例 

相続又は遺贈（死因贈与を含む）により財

産の取得をした個人が、その相続について相

続税が発生し、その相続開始があつた日の翌

日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後

３年を経過する日までの間に、その相続税の

課税価格の計算の基礎に算入された資産を売

却した場合は、相続税額のうちその売却した

非上場株式の課税価格に対応する部分の金額

を、譲渡益から控除することができる（措法

３９）。 

（２） 金庫株制度の留意点（自己株式取得に関

する規制） 

 金庫株制度を利用する場合、取得方法と財

源について会社法の規制がある。 

ア．取得方法に関する規制 

 発行法人が特定の者から自己株式を取得す

る場合、株主総会（臨時株主総会を含む）に

よる特別決議が必要である（会社法１５６第

１項、１６０第１項、３０９第２項二）。 

 発行法人が特定の者から自己株式を取得す

る場合、他の株主は自己を売主に加えるよう

に売主追加請求権を行使することができる

（会社法１６０第３項）。 

 ただし、株式を相続した相続人から買い取

る場合、相続人が株式を相続後、その株式に

基づく議決権を行使していないときは、他の

譲 

渡 

対 
価 資本金

等の額 帳簿 

価額 

みなし配当課 
税の適用除外 

譲渡益 



株主は売主追加請求権を行使することができ

ない（会社法１６２）。 

イ．財源に関する規制 

 発行法人が自己株式を買い取る場合、その

買取りは分配可能利益の範囲内に限定される

（会４６１第１項五）。 

（３） 金庫株制度を相続税の納税に活用できる

ケース 

ア．相続で取得した非上場株式を発行法人へ

売却する場合 

 相続で取得した非上場株式を発行法人へ売

却し、その売却代金で相続税を納付する場合、

所得税は、譲渡所得として住民税を含めて２

０％の分離課税であるとともに、相続税の取

得費加算の特例も適用でき、相続以外で金庫

株制度を利用するより、税制のメリットを受

けることができる。 

≪例≫ 

非上場株式の譲渡対価２，０００万円、総

合課税の税率４０％、取得費加算できる金額

５００万円と想定した場合の、相続で金庫株

制度を利用するケース、相続以外で金庫株制

度を利用するケースの税額を試算する。 

【所得税の試算】 

・ 相続で金庫株制度を利用するケース 

 （２，０００万円－２，０００万円×５％

－５００万円）×１５％＝２１０万円 

・ 相続以外で金庫株制度を利用するケース 

２，０００万円×４０％＝８００万円 

 また、物納をする際の要件の一つである金

銭納付困難理由の判定が厳密になったため、

この要件を満たさないような場合には、有効

な方法である。 

イ．相続で取得した非上場株式を物納後、発

行法人が買い取る場合 

 相続税の申告期限で、個人には納税資金が

なく、また発行法人も買取資金の不足するよ

うな場合、非上場株式を物納する方法が考え

られる。 

 その後、発行法人に買取資金が調達でき、

分配可能利益があれば、発行法人が国から自

己株式を買い取ることができる。 

 この場合は、最終的にア．と同様に発行法

人は自己株式を取得することになるが、国へ

の物納は所得税上非課税とされているため、

相続人の所得税の課税関係について考慮する

必要がない。 

 

まとめ 
 非上場会社のオーナーの相続に際し、その

相続税の納税原資として、会社からの死亡退

職金の支給や金庫株制度の利用のほか、昨年

の税制改正により物納も選択肢の一つに加わ

った。 

 しかし、その相続税の納税手段としてその

会社の株式を充当する場合、発行法人が直接

自己株式を買い取るケースでは、相続税の申

告期限までに、相続人が物納後、発行法人が

買い取るケースでは、その買受時期までに、

買取資金の準備が必要となる。 

 事前の相続対策では、納税資金対策として、

個人だけでなく、会社の財産内容も含めて検

討に加える必要がある。 

 円滑な事業承継には、早い準備をお勧めす

る。 

 


